
5月 3日・憲法記念日
4日・みどりの日
5日・こどもの日

（皐月） MAY

公益法人制度改革により、従来の社団法人や財団法人は、平成
20年12月１日時点で自動的に「特例民法法人」となりました。平
成25年11月までに公益（社団・財団）法人か一般（社団・財団）
法人に移行申請しなければ解散させられますが、移行期間中は従
来と同様に優遇税制が適用され、従来の名称が使えます。
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ワンポイント

5月の税務と労務

特例民法法人

国　税／4月分源泉所得税の納付
5月10日

国　税／3月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 5月31日

国　税／9月決算法人の中間申告
5月31日

国　税／6月、9月、12月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合） 5月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告（年3回の場合）5月31日

国　税／確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付

5月31日
国　税／特別農業所得者の承認申請

5月16日
地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日
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相
続
税
対
策
は
、
万
一
の
事
態
が

生
じ
て
か
ら
で
は
手
遅
れ
と
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
早
い
段

階
で
長
期
的
な
展
望
の
下
で
実
施
計

画
を
作
り
、
事
業
と
財
産
を
ス
ム
ー

ズ
に
引
き
継
い
で
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
以
下
、
相
続
税
対
策

を
四
段
階
に
分
け
て
説
明
し
ま
す
。

Ⅰ
　
相
続
財
産
の
把
握

相
続
税
対
策
に
当
た
っ
て
は
、
ま

ず
相
続
財
産
の
全
体
を
把
握
し
、
総

額
で
ど
の
く
ら
い
の
金
額
に
な
る
か

評
価
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
次
の
順
で
行
い
ま
す
。

１
　
本
来
の
財
産
の
評
価

（
図
表
１
参
照
）

２
　
み
な
し
相
続
財
産
の
把
握

本
来
の
相
続
財
産
の
概
算
計
算
が

完
了
し
た
ら
、
次
の
み
な
し
相
続
財

産
の
有
無
を
検
討
し
ま
す
。

【
み
な
し
相
続
財
産
】

イ
生
命
保
険
金
等

ロ
退
職
手
当
金
等

ハ
生
命
保
険
契
約
に
関
す
る
権
利

ニ
定
期
金
に
関
す
る
権
利
　

ホ
保
証
期
間
付
定
期
金
に
関
す
る
権

利
へ
契
約
に
基
づ
か
な
い
定
期
金
に
関

す
る
権
利

な
どみ

な
し
相
続
財
産
は
、
本
来
の
相

続
や
遺
贈
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産

と
同
様
、
被
相
続
人
の
死
亡
に
基
因

し
て
取
得
し
た
と
い
う
経
済
的
実
態

と
考
え
相
続
財
産
と
な
り
ま
す
。
特

に
適
用
が
多
い
の
が
次
の
二
つ
で
す
。

a

生
命
保
険
金

個
人
契
約
の
生
命
保
険
契
約
に
つ

い
て
、
み
な
し
相
続
財
産
と
な
る
の

は
、
死
亡
保
険
金
の
う
ち
被
相
続
人

が
保
険
料
を
支
払
い
、
被
保
険
者
が

被
相
続
人
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

s

死
亡
退
職
金

会
社
か
ら
受
け
取
る
退
職
金
で
相
続

人
が
死
亡
退
職
金
と
し
て
受
け
取
る
も

の
は
み
な
し
相
続
財
産
に
な
り
ま
す
。

３
　
債
務
の
把
握

相
続
税
の
計
算
上
、
無
制
限
納
税

義
務
者
（
日
本
に
住
所
を
有
す
る
者
）

で
、
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を

取
得
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
被
相
続

人
の
債
務
、
葬
儀
費
用
の
う
ち
、
そ

の
者
が
実
際
に
負
担
す
る
部
分
の
金

額
を
、
相
続
財
産
の
価
額
か
ら
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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〈
例
〉

借
入
金
…
事
業
借
入
れ
、住
宅
ロ
ー
ン
等

未
払
金
…
割
賦
購
入
代
金
、
医
療
費
等

預
り
保
証
金
…
不
動
産
を
貸
し
て
い
る

場
合

そ
の
他
債
務
…
未
納
税
金
等

Ⅱ
　
相
続
税
の
概
算
計
算

相
続
財
産
の
総
額
が
決
ま
れ
ば
、

法
定
相
続
人
と
法
定
相
続
分
に
よ
り

相
続
税
の
概
算
計
算
が
で
き
ま
す
。

（
図
表
２
参
照
）

Ⅲ
　
争
族
対
策

争
族
を
防
ぐ
た
め
に
は
遺
言
が
有

効
で
す
が
、
通
常
、
三
つ
の
方
式
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
・
短
所
が
あ

り
ま
す
の
で
、
作
成
す
る
場
合
に
は

十
分
検
討
し
て
下
さ
い
。

（
図
表
３
参
照
）

Ⅳ
　
相
続
税
対
策

相
続
税
対
策
は
、
大
き
く
次
の
二

つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
ま
す
。

１
　
評
価
引
き
下
げ
に
よ
る
も
の

a

生
前
の
墓
地
購
入
・
整
備

課
税
資
産
が
非
課
税
資
産
と
な
り

ま
す
。

s

空
き
地
に
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築

建
物
は
使
用
し
た
金
銭
よ
り
も
低

く
評
価
さ
れ
る
ほ
か
、
敷
地
は
貸
家

建
付
地
と
し
て
評
価
さ
れ
、
更
地
の

評
価
額
よ
り
も
低
く
な
り
ま
す
。

d

小
規
模
宅
地
の
有
効
利
用

最
大
で
評
価
額
の
八
〇
％
が
評
価

減
と
な
り
ま
す
。

２
　
財
産
分
散
に
よ
る
も
の

生
前
贈
与
は
、
将
来
の
相
続
財
産

の
絶
対
量
を
減
ら
す
こ
と
に
よ
り
、

相
続
税
の
節
税
に
な
り
、
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

a

一
般
贈
与

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
一
年
間
に
贈
与
さ
れ
た
財
産

を
「
財
産
評
価
基
本
通
達
」
に
従
っ

て
評
価
し
、
課
税
価
格
の
合
計
額
か

ら
一
一
〇
万
円
の
基
礎
控
除
額
を
控

除
し
た
残
額
に
贈
与
税
率
を
適
用
し

て
税
額
を
算
出
し
、
翌
年
の
二
月
一

日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
に
申
告
・

納
付
す
る
も
の
で
す
。

相
続
税
の
負
担
率
が
わ
か
れ
ば
、

贈
与
税
率
が
相
対
的
に
低
い
と
こ
ろ

ま
で
生
前
贈
与
す
る
こ
と
が
、
有
利

と
言
え
ま
す
。

s

贈
与
税
の
配
偶
者
控
除

配
偶
者
か
ら
居
住
用
不
動
産
の
贈

与
を
受
け
た
場
合
は
、
基
礎
控
除
の

他
に
二
、
〇
〇
〇
万
円
が
控
除
さ
れ

ま
す
。

【
適
用
要
件
】

①

婚
姻
期
間
が
二
〇
年
以
上
の
配

偶
者
か
ら
の
贈
与
で
あ
る
こ
と

②

居
住
用
不
動
産
又
は
居
住
用
不

動
産
を
取
得
す
る
た
め
の
金
銭
の

贈
与
で
あ
る
こ
と

③

贈
与
を
受
け
た
年
の
翌
年
三
月

十
五
日
ま
で
に
受
贈
者
の
居
住
の

用
に
供
し
、
か
つ
、
そ
の
後
引
き

続
き
居
住
の
用
に
供
す
る
見
込
み

で
あ
る
こ
と

④

過
去
に
、
今
回
の
贈
与
者
か
ら

の
贈
与
に
つ
い
て
、
こ
の
特
例
を

受
け
て
い
な
い
こ
と

d

住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
特
例

経
済
対
策
の
た
め
の
時
限
措
置
と

し
て
、
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等

資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与

税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
平
成

二
十
三
年
中
に
贈
与
を
受
け
た
場
合

は
、
一
、
〇
〇
〇
万
円
が
非
課
税
と

な
り
ま
す
。

f

相
続
時
精
算
課
税
制
度

通
常
の
贈
与
制
度
と
の
選
択
（
変
更

不
可
）
で
、
二
、
五
〇
〇
万
円
ま
で
無

税
で
贈
与
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
制
度
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、

制
度
の
対
象
と
な
る
相
続
発
生
時
に
、

適
用
を
受
け
た
贈
与
財
産
（
贈
与
時

の
時
価
評
価
）
と
相
続
財
産
を
合
算

し
て
相
続
税
を
計
算
し
、
精
算
し
ま

す
の
で
、
贈
与
時
よ
り
時
価
が
上
が

っ
た
場
合
は
有
利
、
下
が
っ
た
場
合

に
は
不
利
と
な
り
、
必
ず
し
も
節
税

に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
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印紙税の還付請求権の消滅時効
印紙税の過誤納金の国に対する請求権

は、その請求することができる日から５
年を経過することによって消滅します。

「請求することができる日」とは、例
えば、印紙納付の方法によるものであれ
ば印紙を貼り付けた日が該当します。

５年を経過しているかどうかは、還付
についての確認申請書などを納税地の所
轄税務署長に提出及び提示したときを基
準として判断することになります。

なお、書式表示による方法（税務署長
の承認を受けて、課税文書に所定の書式
を表示することにより、金銭でもって印
紙税を納付する方法）などにより申告納
税方式をとっている場合には、所得税な
どと同じように、更正の請求の方法によ
ることになります。
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家
事
関
連
費
と
は
、
個
人
の
業
務

に
お
い
て
一
つ
の
支
出
が
家
事
上
と

業
務
上
の
両
方
に
か
か
わ
り
が
あ
る

費
用
で
す
。
家
事
関
連
費
と
な
る
も

の
に
は
、
交
際
費
、
接
待
費
、
地
代
、

家
賃
、
水
道
光
熱
費
な
ど
が
あ
り
ま

す
。こ

の
家
事
関
連
費
の
う
ち
、
次
に

示
す
金
額
は
、
必
要
経
費
に
算
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①

主
た
る
部
分
が
業
務
の
遂
行
上

必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
業
務
に
必

要
で
あ
る
部
分
を
明
ら
か
に
区
分

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
そ
の

区
分
で
き
る
金
額

②

青
色
申
告
者
で
、
取
引
の
記
録

な
ど
に
基
づ
い
て
、
業
務
の
遂
行

上
直
接
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
の
そ
の
区
分
で
き
る
金
額

法定福利費の未払い計上

法定福利費は、会社が保険料を負担する
ことを法律で義務付けられているもので
す。

法定福利費として処理される内容には、
一般的に社会保険料（健康保険料、厚生年
金保険料）と労働保険料（労災保険料、雇
用保険料）の会社負担分があります。

社会保険料については、健康保険料、厚
生年金保険料ともに会社と従業員の双方が
負担することになっています。

そして、保険料の納期が翌月末日である
ため、会社負担分について、当月負担分と
して１カ月分を未払い計上できることにな
ります。

一方、労働保険料については、雇用保険
料が会社と従業員の双方が負担することに
なっているのに対し、労災保険料は全額会
社負担となっています。

労働保険料については、毎年４月１日か

ら翌年３月31日（「保険年度」という）ま
での年間見込み賃金を基に概算保険料を計
算し、７月10日までに申告納付します。

労働保険料の損金算入時期については、
申告書を提出した日または納付した日の属
する事業年度の損金に算入するとされてい
ます。

したがって、概算保険料が40万円以上の
会社で延納申請をして10月末日と翌年１月
末日とに分納する場合でも、未払い計上を
して損金に算入することができます。

また、確定保険料が概算保険料を上回っ
た場合には、確定保険料に関する申告書を
提出した日または納付した日の属する事業
年度で精算され、損金に算入されます。

なお、保険年度が決算日までに終了して
いる場合は、その申告書の提出前であって
も、確定保険料の不足額は債務が確定した
ものとして未払い計上ができます。

家
事
関
連
費
の
う
ち
必
要
経
費
に
な
る
も
の


